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広告

　

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
な
く
て
も
、
要
介
護
認
定
を
受

障
が
い
者
控
除
対
象
者

認
定
書
の
交
付
に
つ
い
て

確
定
申
告
な
ど
に
つ
い
て

　

所
得
税
お
よ
び
市
・
県
民
税
の

申
告
が
始
ま
り
ま
す
。
市
で
は
、

税
務
申
告
相
談
を
次
の
と
お
り
受

け
付
け
ま
す
。

申
告
期
間

　

２
月
17
日
㈪
～
３
月
17
日
㈪

※
土
曜
・
日
曜
日
は
休
み

受
付
時
間　

午
前
９
時
～
正
午
、

　

午
後
１
時
～
４
時

受
付
会
場

　

�

市
役
所
東
別
館（
旧
市
民
会
館
）

３
階
大
会
議
室

※�

例
年
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、

郵
送
申
告
や
電
子
申
告
（
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
下
段
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※�

会
場
の
混
雑
に
よ
り
、
時
間
前

に
受
付
を
終
了
す
る
場
合
が
あ

◆�

申
告
書
の
作
成
は
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
!!

　

画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
な

ど
を
入
力
す
る
と
、
税
額
な
ど
が

自
動
計
算
さ
れ
、
所
得
税
お
よ
び

復
興
特
別
所
得
税
や
消
費
税
の
申

告
書
や
青
色
申
告
決
算
書
な
ど
を

作
成
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
作
成
し
た
デ
ー
タ
は
、

「
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）」
を

利
用
し
て
提
出
で
き
る
ほ
か
、
印

刷
し
て
書
面
で
提
出
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

魚
津
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
務
申
告
相
談

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る
と
…

　

①
添
付
書
類
の
提
出
省
略

　

②
還
付
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー

　

③
24
時
間
送
信
で
き
ま
す

※
詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

(http://w
w
w.nta.go.jp)

を
ご

　

覧
く
だ
さ
い
。

◆
確
定
申
告
期
限
・
納
期
限

①
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

　

３
月
17
日
㈪

※
振
替
納
税
利
用
者
の
振
替
日

　

４
月
22
日
㈫

②�

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

（
個
人
事
業
者
）

　

３
月
31
日
㈪�

※
振
替
納
税
利
用
者
の
振
替
日

　

４
月
24
日
㈭

③
贈
与
税

　

３
月
17
日
㈪

◆
税
務
署
の
確
定
申
告
相
談
会
場

◦�

魚
津
税
務
署
４
階
（
魚
津
合
同

庁
舎
内
）

開
設
期
間

　

２
月
３
日
㈪
～
３
月
17
日
㈪

※
土
日
・
祝
日
は
除
く

受
付
時
間

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

※�

会
場
の
混
雑
に
よ
り
、
時
間
前

に
受
付
を
終
了
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

◦�

臨
時
会
場（
市
役
所
東
別
館（
旧

市
民
会
館
）
３
階
中
会
議
室
）

開
設
期
間

　

２
月
19
日
㈬
～
２
月
20
日
㈭

受
付
時
間　

午
前
10
時
～
正
午
、

り
ま
す
。

市
で
受
け
付
け
る
申
告

◦
市
・
県
民
税
申
告

◦
所
得
税
の
確
定
申
告
の
う
ち

　

・
給
与
や
年
金
所
得
の
申
告

　

・
医
療
費
控
除
の
申
告

　

・
農
業
所
得
の
申
告　

な
ど

市
で
受
け
付
け
ら
れ
な
い
申
告

（
魚
津
税
務
署
で
受
付
）

◦
所
得
税
の
確
定
申
告
の
う
ち

　

・
青
色
申
告

　

・
損
失
申
告

　

・�

分
離
課
税
所
得（
収
用
以
外
）

の
申
告

　

・�

初
め
て
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
を
受
け
る
申
告

▼
問
合
せ
先

　

税
務
課
市
民
税
担
当

　
（
内
線
２
３
３・２
３
４・２
３
７
）

　

午
後
１
時
～
３
時
30
分

◆
復
興
特
別
所
得
税
の
創
設

適�

用
期
間　

平
成
25
年
分
か
ら
平

成
49
年
分
ま
で
の
各
年
分

復
興
特
別
所
得
税
額

　

基
準
所
得
税
額
の
２
・
１
％

◆
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る

　

方
へ

　

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
の

合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、

か
つ
、
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑

所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円

以
下
の
場
合
は
、
所
得
税
お
よ
び

復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
は

不
要
で
す
。
た
だ
し
、
還
付
を
受

け
る
た
め
に
は
、
確
定
申
告
が
必

要
で
す
。

※�

公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得

以
外
に
所
得
の
あ
る
方
は
、
そ

の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
市
・
県
民
税

の
申
告
は
必
要
で
す
。

◆�

個
人
が
金
地
金
な
ど
を
売
却
し

た
場
合
の
税
金

　

１
回
の
取
引
金
額
が
一
定
額
を

超
え
る
場
合
に
、売
却
者
の
住
所
・

氏
名
・
売
却
金
額
・
売
却
日
な
ど

を
記
載
し
た
「
金
地
金
等
の
譲
渡

の
対
価
の
支
払
調
書
」
が
買
取
業

者
か
ら
税
務
署
長
に
対
し
て
提
出

さ
れ
ま
す
。

▼
問
合
せ
先　

魚
津
税
務
署

　
（
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
１
３
７
０
）

　

償
却
資
産
は
固
定
資
産
税
の
課

税
対
象
で
す
。

　

事
業
者
の
方
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
に
お
け
る
事
業
用
の
構
築

物
・
機
械
な
ど
の
償
却
資
産
に
つ

い
て
、
そ
の
償
却
資
産
の
所
在
地

の
市
町
村
長
に
申
告
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

工
場
や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て

い
る
方
や
駐
車
場
・
ア
パ
ー
ト
な

ど
を
貸
し
て
い
る
方
、
農
業
を
営

ん
で
い
る
方
な
ど
、
す
べ
て
の
事

業
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、

償
却
資
産
を
１
月
31
日
㈮
ま
で
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
25
年
中
に
新
規
に
事
業
を

始
め
ら
れ
た
方
な
ど
申
告
書
と
申

告
の
手
引
き
が
必
要
な
方
は
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。ま
た
、市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ（
エ
ル
タ
ッ

ク
ス
）
を
利
用
し
た
電
子
申
告
を

行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▼
申
告
書
の
提
出
・
問
合
せ
先

　

税
務
課
資
産
税
担
当

　
（
内
線
２
３
６
）

事
業
者
の
皆
さ
ん

償
却
資
産
の
申
告
は

１
月
31
日
㈮
ま
で
に

　

平
成
25
年
中
に
建
物
を
取
り
壊

さ
れ
た
方
は
、
税
務
課
へ
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
届
け
出

を
さ
れ
な
い
場
合
は
、
来
年
度
も

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
届
け
出
に
基
づ
い
て
、

現
地
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
の
で
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

連
絡
い
た
だ
く
内
容

◦
納
税
者
の
住
所
、
氏
名

◦
建
物
の
所
在
地

◦
建
物
の
内
容
（
用
途
、
構
造
、

　

面
積
、
取
り
壊
し
月
日
な
ど
）

▼
問
合
せ
・
連
絡
先

　

税
務
課
資
産
税
担
当

　
（
内
線
２
３
６
）

取
り
壊
し
た
建
物
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

年 

金

国
民
年
金
保
険
料

～
口
座
振
替
が
も
っ
と
お
得
に
～

　

平
成
26
年
４
月
末
の
口
座
振
替

分
か
ら
、
２
年
度
分
の
保
険
料
を

口
座
振
替
で
ま
と
め
て
納
め
る

「
２
年
前
納
」
が
始
ま
る
予
定
で

す
。「
２
年
前
納
」
を
ご
利
用
い

た
だ
く
と
、
毎
月
納
付
す
る
場
合

に
比
べ
、
２
年
間
で
１
４
０
０
０

円
程
度
の
割
引
に
な
り
ま
す
。（
割

引
額
は
平
成
25
年
度
の
保
険
料
額

に
よ
る
推
計
）

　
「
２
年
前
納
」
は
口
座
振
替
を

ご
利
用
の
方
の
み
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
。
既
に
口
座
振
替
を
ご
利

用
中
の
方
で
「
２
年
前
納
」
を
ご

希
望
の
方
は
、
改
め
て
口
座
振
替

申
出
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

　
「
２
年
前
納
」
の
ほ
か
「
１
年

前
納
」「
半
年
前
納
」
な
ど
の
納

付
方
法
に
も
割
引
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※�

「
２
年
前
納
」「
１
年
前
納
」「
半

年
前
納（
上
期
）」に
つ
い
て
は
、

平
成
26
年
２
月
末
に
て
受
付
終

了
と
な
り
ま
す
。

▼
手
続
き
・
問
合
せ
先

　
市
民
課
年
金
担
当（
内
線
３
１
４
）

　

魚
津
年
金
事
務
所

　
（
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
１
４
９
４
）

　

下
水
道
を
使
用
中
の
方
が
融
雪

の
た
め
に
水
道
水
を
使
用
す
る

と
、
水
道
料
金
だ
け
で
な
く
下
水

道
使
用
料
も
か
か
り
ま
す
。
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

　

上
下
水
道
課

　
（
内
線
４
４
２
）

水
道
水
の
融
雪
利
用

に
つ
い
て

消
防
署
よ
り

（
☎
４
７
５
‐
０
１
８
０
）

　

平
成
25
年
１
月
か
ら
12
月
１
日

ま
で
、
東
部
消
防
組
合
本
部
管
内

で
は
29
件
の
火
災
が
発
生
し
、
死

者
２
名
、
負
傷
者
５
名
出
て
い
ま

す
。
市
内
で
の
発
生
件
数
は
15
件

と
過
去
10
年
間
で
最
も
多
く
、
消

防
署
や
消
防
団
に
よ
る
夜
間
防
火

広
報
の
強
化
を
行
い
ま
し
た
。

　

冬
本
番
と
な
り
、
暖
房
器
具
の

不
適
切
な
取
り
扱
い
か
ら
火
災
が

発
生
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
火

の
取
り
扱
い
に
は
十
分
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

　

ま
た
、
火
災
の
早
期
発
見
と
逃

げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
住
宅
用
火

災
警
報
器
を
取
り
付
け
ま
し
ょ
う
。

火
災
が
多
発
し
て
い
ま
す

と
き

　

❶
２
月
１
日
㈯
❷
２
月
11
日
㈷

　
い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ

　

❶
あ
り
そ
ド
ー
ム

　
　

研
修
室
（
魚
津
市
）

　

❷
富
山
県
民
会
館

　
　

４
０
１
号
室
（
富
山
市
）

▼
問
合
せ
先

　

富
山
県
司
法
書
士
会

　
（
☎
４
３
１
‐
９
３
３
２
）

「
相
続
登
記
・
遺
言
・

後
見
」
無
料
相
談
会

け
て
い
る
方
な
ど
で
次
の
要
件
に

該
当
さ
れ
る
方
は
、
税
法
上
の
障

が
い
者
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

❶
６
カ
月
以
上
寝
た
き
り
の
方

❷
65
歳
以
上
で
障
が
い
者
に
準
じ

　

る
方

※
最
高
５
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

　

税
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が

　

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　

福
祉
介
護
課
高
齢
福
祉
担
当

　
（
内
線
３
９
２
）

広告 広告


